
広報あぐい　２０１０年５月１５日号

15

InformationInformation

お知らせ  
InformationInformation

�□
勤
務
場
所　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

□
勤
務
内
容　

栄
養
指
導
、
給
食
業
務
な

ど
□
募
集
人
員　

一
人

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日

　

午
前
八
時
半
〜
午
後
五
時

□
勤
務
期
間　

六
月
一
日
〜
九
月
三
十
日

（
更
新
あ
り
）

□
賃　

金　

千
百
円
（
時
間
給
）
交
通
費

月
額
二
千
円
（
自
宅
か
ら
勤
務
地
ま
で

二
キ
ロ
以
上
の
場
合
）

□
応
募
資
格　

栄
養
士
資
格
の
あ
る
方
で

年
齢
六
十
四
歳
（
平
成
二
十
二
年
四
月

一
日
現
在
）
ま
で
の
健
康
な
方
（
六
十

五
歳
定
年
）

□
試　

験　
　

面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・

写
真
添
付
）
、
栄
養
士
免
許
証
の
写
し

□
申
込
期
限　

五
月
二
十
五
日（
火
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
福
祉
課　

�（
４
８
）１
１
１
１

（
内
２
２
６
）

�
　

阿
久
比
卯
坂
南
部
土
地
区
画
整
理
事
業

の
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。

□
縦
覧
期
間

　

五
月
十
八
日（
火
）〜
五
月
三
十
一
日

（
月
）

□
縦
覧
時
間　

　

午
前
八
時
半
〜
午
後
五
時
十
五
分

�

�

�

�

�

�

�

	

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

□
縦
覧
場
所　

役
場
建
設
課

※　

こ
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
意
見
の
あ

る
利
害
関
係
者
は
、
平
成
二
十
二
年
六

月
十
四
日（
月
）ま
で
に
愛
知
県
知
事
に

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

建
設
課　

�（
４
８
）

１
１
１
１
（
内
２
８
７
）

�
　

総
務
省
で
は
、
経
済
的
理
由
な
ど
で
、

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
が
受
信
で
き
な
い
方

へ
、
簡
易
な
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
無
償
給
付
な

ど
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

□
対　

象　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
全
額

免
除
を
受
け
て
い
る
世
帯
で
次
の
①
〜

③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯

①　

生
活
保
護
な
ど
公
的
扶
助
を
受
け
て

い
る
世
帯

②　

障
害
者
の
い
る
世
帯
で
、
世
帯
全
員

の
市
町
村
民
税
が
非
課
税
の
世
帯

③　

社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
て
、

自
ら
テ
レ
ビ
を
持
ち
込
ん
で
い
る
世
帯

□
申
込
期
限　

七
月
二
日（
金
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援
実
施

セ
ン
タ
ー　

�（
０
５
７
０
）０
３
３
８

４
０

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

	




�

�

　６月１日は人権擁護委員法が施行された日です。
　人権は人間が幸福な人生を送るために最も大切な権利です。自分だけでなく、すべての人
の人権が尊重されなければなりません。国の内外を問わず、人々がお互いに人権を守ること
によって明るい社会をつくることが大切です。
　阿久比町の人権擁護委員は、次の皆さんです。（平成２２年４月１日現在。敬称略）
◎関　政雄（草木）　�（４８）１３０１
◎松田洋次（宮津山田）　�（４９）００５４
◎大村峯子（福住）　�（４８）０５６６
　相談は無料で、秘密は守られますので、気軽にご相談ください。

人権相談特設相談所を開設

　人権擁護委員が相談員となって人権相談所を開設しますので、ご利用ください。
□開設日時　６月３日（木）　午後１時～午後４時
□相談会場　中央公民館本館　３階３０５号室
□問い合わせ先　住民福祉課　�（４８）１１１１（内３０１）
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